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Ｐ
Ｔ
や
Ｏ
Ａ
Ｂ
の
主
張
通
る

と
供
述
す
る
と
、
オ
デ
ブ
レ

ヒ
ト
被
告
も
報
奨
付
供
述
を

行
う
こ
と
を
決
め
た
。

　

同
被
告
が
Ｏ
社
幹
部
７
７

人
と
共
に
行
っ
た
報
奨
付
供

述
は
、
テ
メ
ル
大
統
領
や
ジ

ウ
マ
前
大
統
領
、
ル
ー
ラ
元

大
統
領
、
当
時
の
現
職
閣
僚

８
人
、
上
議
２
４
人
、
下
議

３
９
人
ら
、
９
８
人
に
対
す

る
捜
査
開
始
を
促
し
た
。

　

報
奨
付
供
述
を
行
っ
た
こ

と
で
、
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
被
告

の
刑
期
は
、
２
年
半
ず
つ
４

回
に
分
け
た
、
禁
錮
刑
、
自

宅
軟
禁
刑
、
夜
間
と
週
末
、

祝
日
は
自
宅
に
戻
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
セ
ミ
ア
ベ
ル

ト
、
週
末
祝
日
だ
け
自
宅
に

戻
れ
ば
よ
い
レ
ジ
ー
メ
・
ア

ベ
ル
ト
の
、
合
わ
せ
て
１
０

年
に
減
刑
さ
れ
て
い
た
。

　

１
９
日
、
連
邦
最
高
裁
の
ジ
ウ
マ
ー
ル
・
メ
ン
デ
ス
判
事
は
、
ラ
ヴ
ァ
・
ジ
ャ
ッ

ト
作
戦
（
Ｌ
Ｊ
）
を
担
当
す
る
連
邦
警
察
や
検
察
が
頻
発
に
使
っ
て
い
る
、
強
制

連
行
の
上
で
事
情
聴
取
を
行
う
「
コ
ン
ド
ゥ
サ
ン
・
コ
エ
ル
シ
チ
ヴ
ァ
」
を
禁
ず

る
暫
定
令
を
出
し
た
。
こ
れ
で
Ｌ
Ｊ
捜
査
な
ど
に
影
響
が
出
る
の
は
必
至
と
な
り

そ
う
だ
。
２
０
日
付
伯
字
紙
が
報
じ
て
い
る
。

い
た
も
の
だ
。
同
判
事
は
、

強
制
連
行
は
、
出
頭
す
る
こ

と
を
拒
む
権
利
の
行
使
も
妨

げ
て
い
る
と
い
う
。

　

Ｌ
Ｊ
で
の
強
制
連
行
は
、

身
柄
を
拘
束
す
る
ほ
ど
で
は

な
い
と
判
断
さ
れ
た
容
疑
者

に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
多
く

の
場
合
は
複
数
の
容
疑
者
に

並
行
し
て
用
い
ら
れ
、
容
疑

者
同
士
が
作
戦
実
施
を
知
ら

せ
あ
っ
た
り
、
前
も
っ
て
口

裏
を
合
わ
せ
た
り
す
る
こ
と

や
、
証
拠
物
件
を
処
分
し
た

り
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
た
。

　

今
回
の
判
断
に
対
し
、
Ｐ

Ｔ
の
ル
ー
ラ
元
大
統
領
の
弁

護
人
の
ク
リ
ス
チ
ア
ー
ノ
・

ザ
ニ
ン
・
マ
ル
チ
ン
ス
氏
は

「
法
に
従
っ
た
妥
当
な
判
断
」

と
し
、
Ｏ
Ａ
Ｂ
の
ジ
ュ
リ

ア
ー
ノ
・
ブ
レ
ダ
氏
も
、「
憲

法
に
則
っ
た
判
断
で
、
刑
法

実
践
上
の
新
し
い
モ
デ
ル
を

明
確
に
示
し
た
も
の
だ
」
と

評
価
し
た
。

　

だ
が
、
全
国
連
邦
検
察
員

協
会
（
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｒ
）
の
ジ
ョ

ゼ
・
ロ
バ
リ
ー
ニ
ョ
・
カ
ヴ
ァ

　

１
９
日
は
聖
市
政
界
に
激

震
の
走
っ
た
１
日
だ
っ
た
。

２
代
前
の
市
長
の
ジ
ル
ベ
ル

ト
・
カ
サ
ビ
氏
が
オ
デ
ブ
レ

ヒ
ト
か
ら
の
収
賄
疑
惑
で
検

察
か
ら
訴
え
ら
れ
た
の
も
そ

う
だ
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も

聖
市
政
界
に
半
世
紀
近
く
に

わ
た
り
君
臨
し
て
き
た
大
御

ル
カ
ン
チ
会
長
は
「
こ
れ
で

は
検
察
側
は
（
強
制
連
行
よ

り
も
強
い
）
一
時
逮
捕
を
増

や
す
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね

な
い
」
と
し
、「
メ
ン
デ
ス

判
事
が
出
し
た
暫
定
令
が
見

直
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い

る
」
と
語
っ
た
。

　

Ｌ
Ｊ
の
場
合
、
パ
ラ
ナ
州

連
邦
地
裁
の
セ
ル
ジ
オ
・
モ

ロ
判
事
は
２
２
２
件
の
強
制

連
行
令
状
を
出
し
て
お
り
、

リ
オ
州
で
も
３
４
件
の
令
状

が
出
て
い
る
。

　

ま
た
、
最
高
裁
大
法
廷
は

１
９
日
、
ペ
ト
ロ
ブ
ラ
ス
に

直
接
関
係
し
た
疑
惑
で
は
な

い
と
の
理
由
で
、
テ
メ
ル
大

統
領
元
側
近
の
ロ
ド
リ
ゴ
・

ロ
シ
ャ
・
ロ
ウ
レ
ス
被
告
と

ジ
ェ
デ
ル
・
ヴ
ィ
エ
イ
ラ
・

リ
マ
被
告
、
元
下
院
議
長
の

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
ク
ー
ニ
ャ

権
利
剥
奪
は
違
憲
と
問
題
視

　

最
初
の
禁
錮
刑
は
、
１
５

年
６
月
１
９
日
に
逮
捕
さ
れ

た
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と

考
慮
さ
れ
る
た
め
、
今
年
の

１
２
月
１
９
日
で
、
２
年
半

に
及
ぶ
禁
錮
刑
は
満
了
と
み

な
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
回
の

自
宅
移
送
と
な
っ
た
。

　

同
被
告
は
今
後
２
年
半
、

自
宅
か
ら
は
出
ら
れ
ず
、
電

子
足
輪
を
つ
け
て
過
ご
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
合

計
１
０
年
の
刑
を
終
え
な
け

れ
ば
、
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
社
に

戻
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

ナ
ボ
ル
・
ブ
リ
ョ
エ
ス
弁

護
士
は
、
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
被

告
は
自
宅
で
家
族
と
過
ご
し

た
い
と
い
う
意
思
を
示
し
て

お
り
、
報
奨
付
供
述
で
取
り

で
逮
捕
さ
れ
、
１
６
年
３
月

８
日
に
は
禁
錮
１
９
年
４
カ

月
の
判
決
を
受
け
た
。

　

当
初
、
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
被

告
は
無
実
を
主
張
し
、
報
奨

付
供
述
を
行
う
意
志
は
な
い

と
し
て
い
た
が
、
オ
デ
ブ
レ

ヒ
ト
（
Ｏ
）
社
の
従
業
員
、

マ
リ
ア
・
ル
シ
ア
・
タ
ヴ
ァ

レ
ス
氏
が
逮
捕
さ
れ
、
同
社

に
は
賄
賂
部
門
ま
で
あ
っ
た

　
【
既
報
関
連
】
２
０
１
５

年
６
月
１
９
日
に
ラ
ヴ
ァ
・

ジ
ャ
ッ
ト
（
Ｌ
Ｊ
）
作
戦
第

１
４
弾
で
逮
捕
さ
れ
、
そ
の

後
、
パ
ラ
ナ
州
ク
リ
チ
ー
バ

市
の
連
邦
警
察
監
督
局
の
刑

務
所
に
入
っ
て
い
た
マ
ル
セ

ロ
・
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
被
告
が

１
９
日
に
刑
務
所
を
出
て
、

聖
市
南
部
モ
ル
ン
ビ
区
に
あ

る
自
宅
に
戻
っ
た
と
、
２
０

日
付
伯
字
紙
各
紙
が
報
じ
て

い
る
。

　

同
被
告
は
汚
職
、
資
金
洗

浄
、
犯
罪
組
織
形
成
の
容
疑

２
年
半
の
禁
錮
刑
を
終
え
て

マ
ル
フ
に
即
座
の
刑
執
行
命
令

７
年
半
は
自
宅
で
刑
期
を
務
め
る

交
わ
し
た
約
束

通
り
に
、
捜
査

に
は
協
力
す
る

つ
も
り
だ
と
し

て
い
る
。

　

自
宅
軟
禁
期

間
中
は
、
４
親

等
ま
で
の
親
族

と
、
司
法
当
局

の
許
可
を
得
た

１
５
人
だ
け
が

同
氏
の
自
宅
を

訪
れ
る
こ
と
が

出
来
る
が
、
そ

の
名
前
は
ま
だ

は
じ
ま
っ
た
２
０
１
４
年
か

ら
、
刑
法
学
者
が
問
題
に
し

て
い
た
。

　

メ
ン
デ
ス
判
事
は
こ
の

日
、
強
制
連
行
は
「
短
時
間

と
は
い
え
、
捜
査
対
象
の
容

疑
者
や
被
告
の
移
動
の
自
由

を
奪
う
も
の
で
、
無
実
を

主
張
し
に
く
く
さ
せ
る
も
の

で
も
あ
る
」
と
し
、「
違
法
」

と
の
見
解
を
示
し
た
。

　

メ
ン
デ
ス
判
事
の
こ
の
判

断
は
、「
刑
法
上
の
疑
惑
捜

査
に
関
す
る
事
情
聴
取
の
た

め
に
出
頭
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
た
人
物
が
、
正
当
な
理
由

も
な
く
出
頭
し
な
か
っ
た
場

合
は
、
当
該
者
を
当
局
に
連

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
刑
法
２
０
１
条
に
基
づ

マルセロ・オデブレヒト氏
（Cicero Rodrigues/ World Economic Forum）

メンデス判事（Nelson Jr./ASCOM/TSE）

モ
ロ
判
事
に
は
試
練
の
１
日
に

被
告
と
い
っ
た
民
主
運
動

党
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
）
関
係
者
で
、

免
責
特
権
を
失
っ
た
被
告
に

関
す
る
審
理
を
、
モ
ロ
判
事

か
ら
取
り
上
げ
て
ブ
ラ
ジ
リ

ア
の
連
邦
地
裁
で
行
う
判
断

も
下
し
て
い
る
。
メ
ン
デ
ス

判
事
も
「
取
り
上
げ
る
」
側

で
１
票
を
投
じ
て
い
た
。

所
パ
ウ
ロ
・
マ
ル
フ
氏
に
刑

執
行
命
令
が
遂
に
下
っ
た
の

だ
か
ら
。「
セ
ニ
ョ
ー
ル
賄

賂
」と
も
呼
ば
れ
る
同
氏
は
、

ほ
ぼ
同
世
代
の
ジ
ョ
ゼ
・
サ

ル
ネ
イ
元
大
統
領
と
並
び
、

何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
政
界

腐
敗
の
象
徴
の
よ
う
に
言
わ

れ
続
け
な
が
ら
も
、
逮
捕
さ

れ
る
こ
と
を
避
け
続
け
て
い

た
が
、
８
６
歳
に
し
て
遂

に
こ
の
命
令
を
下
さ
れ
る
と

は
。
高
齢
に
よ
る
健
康
問
題

も
あ
る
の
で
、
執
行
は
難
し

く
は
あ
る
が
、
存
命
中
に
こ

の
命
令
が
出
た
の
は
画
期
的

だ
。

　
　
　
　
　

◎

　

日
系
人
経
営
の
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
、
日
本
か
ら

の
輸
入
品
が
多
い
こ
と
で

も
知
ら
れ
る
「
レ
デ
・
ヒ
ロ

タ
」
が
最
近
、顧
客
に
対
し
、

「
同
性
愛
は
間
違
い
」「
人
間

の
創
造
を
誤
ら
せ
る
」
な
ど

と
記
し
、
さ
ら
に
同
性
愛
結

婚
や
中
絶
な
ど
を
批
判
す
る

言
及
な
ど
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
す
で
に
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
は

抗
議
が
続
出
し
、
か
な
り
広

ま
っ
て
い
る
。
日
系
社
会
や

日
本
人
を
誤
解
す
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
何

と
か
解
決
し
て
い
た
だ
き
た

い
も
の
だ
。

　
　
　
　
　

◎

　

１
９
日
よ
り
、
聖
州
で
強

い
雨
が
降
り
始
め
て
き
て
い

る
が
、
こ
の
日
は
、
リ
ベ
イ

ロ
ン
・
プ
レ
ッ
ト
の
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
で
名
物

の
大
き
な
ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ

リ
ー
が
折
れ
て
倒
れ
る
事
態

が
起
き
た
と
い
う
。
こ
の
季

節
、
冠
水
や
倒
木
は
日
常
茶

飯
事
の
聖
州
と
は
い
え
、
こ

の
季
節
、
な
ん
と
か
し
て
ク

リ
ス
マ
ス
・
ツ
リ
ー
だ
け
は

被
害
が
な
い
よ
う
願
い
た
い

と
こ
ろ
だ
が
。

　

７
年
間
に
及
ぶ
工
事
の

末
、
１
９
日
に
ロ
ド
ヴ
ィ
ア
・

レ
ジ
ス
・
ビ
ッ
テ
ン
ク
ー
ル

（
Ｒ
Ｒ
Ｂ
）
の
車
線
拡
大
工

事
の
最
終
区
間
の
工
事
が
完

成
し
た
と
２
０
日
付
伯
字
紙

各
紙
が
報
じ
た
。

　

Ｒ
Ｒ
Ｂ
は
、
北
東
伯
セ
ア

ラ
ー
州
か
ら
南
伯
南
大
河
州

を
結
ぶ
、
お
よ
そ
４
５
０
０

キ
ロ
に
及
ぶ
国
道
１
１
６

号
線
の
内
、
聖
市
〜
パ
ラ
ナ

州
ク
リ
チ
ー
バ
市
間
を
結
ぶ

４
０
２
・
６
キ
ロ
の
区
間
だ
。

中
で
も
聖
州
内
の
コ
ー
ヒ
ー

農
園
山
脈
を
縫
う
よ
う
に
走

る
区
間
は
事
故
発
生
件
数

が
多
く
、「
死
の
高
速
道
路
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

コ
ー
ヒ
ー
農
園
山
脈
の
間

を
縫
っ
て
走
る
ジ
ュ
キ
チ
バ

〜
ミ
ラ
カ
ツ
間
は
、
全
長

３
０
・
５
キ
ロ
に
わ
た
る
車
線

拡
大
工
事
の
中
で
、
最
後
に

残
っ
て
い
た
区
間
だ
。
今
回

落
成
し
た
の
は
、
最
も
曲
が

り
く
ね
っ
た
２
区
間
そ
れ
ぞ

れ
５
キ
ロ
で
、
全
長
１
０
キ

ロ
に
な
る
。

　

最
終
区
間
に
は
、
３
９
基

の
橋
、
４
本
の
ト
ン
ネ
ル
、

１
２
カ
所
に
及
ぶ
動
植
物
保

護
区
域
迂
回
路
、
２
基
の
歩

道
橋
を
建
設
さ
れ
、
総
工
費

は
１
３
億
レ
ア
ル
に
上
っ
た
。

管
理
会
社
に
よ
る
標
識
設
置

な
ど
の
た
め
、
開
通
は
２
０

日
か
ら
と
な
っ
た
。

　

Ｒ
Ｒ
Ｂ
は
南
伯
と
南
東

伯
を
結
ぶ
物
流
の
主
軸
で
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ウ
ル
グ
ア

イ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
な
ど
か
ら

の
輸
入
品
も
こ
こ
を
通
っ
て

伯
国
に
入
っ
て
い
く
。
毎
日

１
２
万
７
千
台
の
車
両
が
こ

こ
を
走
り
、
そ
の
６
割
が
ト

ラ
ッ
ク
だ
。
コ
ー
ヒ
ー
農
園

山
脈
を
横
切
る
区
間
は
、
毎

日
２
万
５
千
台
が
走
る
。

　
「
死
の
高
速
道
路
」
で
発

生
し
た
最
大
の
惨
事
は
１
９

９
３
年
１
２
月
に
起
き
た
旅

客
バ
ス
と
乗
用
車
の
衝
突
事

故
で
、
バ
ス
は
崖
に
落
ち
、

４
１
人
の
死
者
を
出
し
た
。

　

同
道
で
の
事
故
に
よ
る
死

者
は
、
２
０
１
０
年
の
１
９

６
人
が
昨
年
は
８
８
人
へ
、

約
半
分
に
減
少
し
て
い
る
。

　

１
９
日
の
引
き
渡
し
式
に

出
席
し
た
モ
レ
イ
ラ
・
フ
ラ

ン
コ
大
統
領
府
事
務
局
長
官

は
、「
今
日
の
工
事
引
き
渡

し
で
、
こ
れ
ま
で
の
事
故
多

発
の
歴
史
は
過
去
の
遺
物
と

な
っ
た
」
と
語
っ
た
。

　

金
は
盗
む
が
仕
事
も
す
る

―
。
パ
ウ
ロ
・
マ
ル
フ
元
聖

市
市
長
（
現
下
議
）
を
称
し

た
表
現
の
一
つ
だ
が
、
最
高

裁
の
エ
ジ
ソ
ン
・
フ
ァ
キ
ン

判
事
が
１
９
日
、
元
市
長
に

即
座
の
服
役
開
始
と
議
席
剥

奪
を
命
じ
、
本
人
も
翌
朝
、

連
警
に
出
頭
し
た
と
２
０
日

付
伯
字
紙
が
報
じ
た
。

　

最
高
裁
は
既
に
、
今
年
５

月
２
３
日
に
、
市
長
在
任
中

（
１
９
９
３
〜
９
６
年
）
に

横
領
し
た
金
を
国
外
の
銀
行

口
座
に
送
金
し
て
い
た
と
し

て
、
資
金
洗
浄
罪
で
７
年
９

カ
月
と
１
０
日
の
禁
錮
刑
と

１
３
０
万
レ
ア
ル
の
罰
金
、

下
議
罷
免
を
言
い
渡
し
て
い

た
が
、
刑
執
行
や
議
席
剥
奪

の
時
期
に
関
し
て
は
明
確
に

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

元
市
長
の
弁
護
士
に
よ
る

上
告
は
、
１
０
月
に
最
高
裁

第
１
小
法
廷
が
棄
却
。
今
回

の
決
定
は
、
同
件
で
報
告
官

を
務
め
た
エ
ジ
ソ
ン
・
フ
ァ

キ
ン
判
事
が
再
上
告
の
棄
却

と
同
時
に
出
し
た
も
の
で
、

そ
の
内
容
は
同
日
中
に
連
警

総
監
に
通
達
さ
れ
た
。

　

元
市
長
は
１
９
日
午
後
、

刑
執
行
命
令
が
出
た
事
を
知

ら
さ
れ
、
２
０
日
朝
、
聖
市

の
連
警
本
部
に
出
頭
。
身
体

検
査
を
受
け
る
た
め
、
１
１

時
過
ぎ
に
一
旦
、
連
警
を
後

に
し
た
が
、
正
午
頃
、
連
警

に
戻
っ
た
。
収
監
先
の
刑
務

所
名
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
が
、
刑
執
行
に
関

す
る
指
示
は
連
邦
直
轄
区
の

連
邦
地
裁
に
緊
急
通
達
さ
れ

て
お
り
、
最
高
裁
へ
の
服
役

開
始
通
達
も
同
地
裁
判
事
が

行
う
事
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
資
金
洗
浄
は
、
ア

グ
ア
・
エ
ス
プ
ラ
イ
ア
ダ
大

通
り
（
現
、
ジ
ョ
ル
ナ
リ
ス

タ
・
ロ
ベ
ル
ト
・
マ
リ
ー
ニ
ョ

大
通
り
）
建
設
に
関
す
る
公

金
横
領
に
関
連
し
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ァ
キ
ン
判
事
の
判
断
で

は
、
元
市
長
は
昼
間
の
外
出

な
ど
は
許
さ
れ
な
い
、
完
全

収
監
と
さ
れ
て
い
る
が
、
マ

ル
フ
氏
の
弁
護
士
は
、
元
市

長
は
８
６
歳
と
い
う
高
齢
で

前
立
腺
ガ
ン
の
治
療
中
で
も

あ
る
事
を
理
由
に
、
自
宅
軟

禁
と
す
る
よ
う
、
最
高
裁
長

官
に
訴
え
る
意
向
だ
。

　

元
市
長
の
不
正
に
関
す
る

捜
査
を
担
当
し
て
い
た
検
察

官
の
一
人
は
、「
伯
国
で
の

汚
職
に
対
す
る
衝
撃
的
な
判

断
だ
。
元
市
長
へ
の
服
役
命

令
は
、
検
察
の
み
な
ら
ず
、

伯
国
社
会
全
て
に
対
す
る
大

き
な
ク
リ
ス
マ
ス
・
プ
レ
ゼ

ン
ト
だ
」
と
賞
賛
。
４
億
ド

ル
を
横
領
し
た
事
が
明
ら
か

な
の
に
、
元
市
長
が
罰
せ
ら

れ
ず
に
い
た
事
を
苦
々
し
く

思
っ
て
い
た
別
の
捜
査
官
も

「
聖
州
検
察
に
と
っ
て
、
歴

史
的
な
判
決
」
と
喜
ん
だ
。

　

な
お
、
ロ
ド
リ
ゴ
・
マ
イ

ア
か
院
議
長
は
１
９
日
、
刑

執
行
は
最
終
判
断
で
あ
り
、

下
院
が
扱
う
事
項
で
は
な
い

と
の
見
解
を
発
表
。
最
高
裁

は
先
に
、
議
席
剥
奪
は
議
会

が
決
め
る
べ
き
事
と
の
判
断

を
下
し
て
い
る
が
、
同
議
長

は
、同
件
に
関
し
て
は
ま
だ
、

全
て
の
資
料
が
出
揃
っ
て
い

な
い
と
答
え
て
い
る
。

　

テ
メ
ル
大
統
領
の
民
主
運

動
党
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
）
が
１
９

日
に
臨
時
の
党
大
会
を
開
催

し
、
３
７
年
ぶ
り
に
党
名
を

Ｍ
Ｄ
Ｂ
（
民
主
運
動
）
に
改

め
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
と

発
表
し
た
。
２
０
日
付
伯
字

紙
が
報
じ
て
い
る
。

　

変
更
点
は「
党（
パ
ル
チ
ー

ド
）」
を
表
す
Ｐ
が
取
れ
る

こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
同
党
が

１
９
６
６
年
に
、
当
時
の
軍

事
政
権
に
賛
同
し
な
い
政
治

家
を
集
め
た
野
党
と
し
て
結

成
さ
れ
た
際
の
名
前
と
同
じ

も
の
だ
。
同
党
の
党
名
は
、

１
９
８
０
年
に
「
結
党
の
自

由
」
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に

端
を
発
す
る
結
党
ブ
ー
ム
の

際
に
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
に
改
め
ら
れ

た
。

　

ロ
メ
ロ
・
ジ
ュ
カ
ー
党
首

は
「
政
界
の
激
動
の
中
で
変

化
を
求
め
た
」
と
し
、
生
ま

れ
変
わ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル

し
た
改
名
だ
と
説
明
し
た
。

　

Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
は
ラ
ヴ
ァ
・

ジ
ャ
ッ
ト
作
戦
で
エ
ド
ゥ
ア

ル
ド
・
ク
ー
ニ
ャ
前
下
院
議

長
や
セ
ル
ジ
オ
・
カ
ブ
ラ
ル

前
リ
オ
州
知
事
を
は
じ
め
、

多
く
の
政
治
家
が
逮
捕
さ
れ

る
な
ど
、
腐
敗
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
、
テ
メ
ル
大
統
領
の
歴

史
的
な
低
支
持
率
も
続
い
て

い
た
。

連警や検察の強制連行禁ずる
　

メ
ン
デ
ス
判
事
の
判
断

は
、
労
働
者
党
（
Ｐ
Ｔ
）
と

ブ
ラ
ジ
ル
弁
護
士
会
〈
Ｏ
Ａ

Ｂ
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
出
し
て
い

た
強
制
連
行
の
見
直
し
要
求

に
応
じ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

強
制
連
行
に
つ
い
て
は
、

ラ
ヴ
ァ
・
ジ
ャ
ッ
ト
作
戦
が

車
線
の
拡
大
工
事
が
完
了

事
故
多
発
地
帯
の
安
全
性
高
ま
る
か

本
人
は
翌
朝
、連
警
に
出
頭

メンデス
判事

Ｍ
オ
デ
ブ
レ
ヒ
ト
自
宅
軟
禁
に

（２）２０１７年 第４９０４号 １２月 ２１日 （木曜日）

死の高速道

Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ｂ
が
Ｍ
Ｄ
Ｂ
に
再
改
名

腐
敗
イ
メ
ー
ジ
の
一
新
狙
う

弁
護
士
に
よ
っ
て
伏
せ
ら
れ

て
い
る
。

　

マ
ル
セ
ロ
・
オ
デ
ブ
レ
ヒ

ト
被
告
に
は
、
自
宅
軟
禁
期

間
中
に
２
回
だ
け
、
外
に
出

る
事
が
許
さ
れ
て
い
る
。
同

氏
は
そ
の
内
の
１
回
を
、
娘

の
大
学
卒
業
式
に
出
席
す
る

こ
と
に
行
使
す
る
つ
も
り
だ

と
い
う
。
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ANO XX  –  Nº 4904 SÃO PAULO, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017 R$ 4,00
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